
令和 ３年 9月 30日 

保護者様 

横浜市立駒林小学校 

校 長  西尾 武泰 

通常登校のお知らせ 

日頃より本校の教育活動にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、緊急事態宣言の解除に伴い、分散登校を 10月 1日（金）で終了とし、感染症防

止対策を継続しての通常登校となります。具体的には次の通り、学校生活を行っていきます。

ご理解ご協力お願いいたします。 

 

10月 4日（月）より次の通りとなります。 

登校 登校班（夏休み前と同様、登校班の全員）にて、一列で静かに登校し

ます。 

健康観察 毎日行います。朝の検温の報告がないと、教室前で検温し、平熱が確

認されるまでは教室に入れません。 

※原則として、ロイロノートで登校前に報告してください。その際、 

児童は iPadを持ち帰りませんので、ご家庭の端末でお願いします。 

※紙の健康観察票を使用することもできます。 

マスク 着用をお願いします。 

不織布のものは、感染予防効果が高いといわれています。 

※徒競走中等、息苦しさや熱中症予防のために、マスクを外すよう声

をかける場面があります。 

※体育の授業は「マスクをして参加」が原則となります。 

※体育の後は、マスクが汗で汚れることが予想されます。予備を持た

せてください。 

欠席連絡 電話連絡にてお願いします。 

※ロイロノートで子ども自身が欠席連絡をした場合、保護者の認識と

異なる場合があるため、確認のためにも欠席の場合には、電話で連絡

をお願いします。 

時程 夏休み前と同様になります。 

学年により、6校時まで授業がある日があります。 

下校時刻は、学校だよりでご確認ください。 

授業 夏休み前と同様、教室対面型で行います。 

iPad 学校の授業で使用しますので、家庭には持ち帰りません。 

充電も学校で毎日行いますで、配布した充電器をもってきてください。 

休み時間 夏休み前と同様、123年生と 456年生の分散型です。 

運動場でおにごっこ等ができるようになります。 



ボール運動は、密を避けるために、休み時間は行いません。 

図書室も使用可能になります。 

学級文庫も利用できます。 

雨天時は、学級にあるトランプ等も使用可能です。 

給食 給食当番を 1週間交代で行います。 

夏休み前と同様、白衣を使用します。 

※持参した白衣やエプロンを使用することもできます。 

給食帽子、マスクは全員毎日使用します。 

給食前の手指の消毒を継続します。 

分散登校中と同様、喫食中は黙食を徹底指導します。 

そうじ 夏休み前と同様に行います。 

ぞうきんを 1枚持たせてください（まだ持ってきていない場合）。 

クラブ活動 10月より予定通り行います。 

委員会活動 10月より予定通り行います。 

常時活動については、10月の委員会後より、活動します。 

代表委員会 10月より行います。日にちが 13日に変更になりました。 

10月 30日（土）

の運動会に向けて 

① 学年団体演技②個人種目（徒競走） 

の 2種目の練習をします。赤白帽子、体育着、汗ふきタオルの用意を

お願いします。緊急事態宣言中は運動する機会が少なかったので「走

る」練習から行います。汗がついた体育着を連日着るのではなく、洗

い替えの体育着か、それに代わるものを用意し、毎回清潔を保って参

加できるよう、お願いします。 

※運動会は児童の体力や負荷を考慮し、今年度は選抜リレーを行いま

せん。 

 

※運動会当日の開催方法や時程、保護者参観等、運動会の詳細につき

ましては、後日連絡いたします。 

放課後の校庭開放 夏休み前と同様、利用できます。 

西門から出入りしてください。 

利用の約束は、休み時間と同じです。 

【校庭開放時間】 

高学年の授業が 5校時までの日 15：00～16：45 

高学年の授業が 6校時までの日 15：30～16：45 

※11月からは、16：30までになります。 

 

 

 


